
7 月役員会議事録ニュース 

2023.7.29 さいたま市連協 

各ブロックからの報告  

 各ブロックから、ブロック行事について報告がありました。今年度ブロック行事を計画しているブロッ

クも多く、zoom を活用したクラブ同士の交流、ドッジボール大会等、集まって行う行事を考えているブ

ロックなど様々でした。また、行事の内容についてこれから各クラブへのアンケートなどを検討している

ブロックもありました。また、オンライン行事を以前行ったブロックへの質問もあり、その時の様子をお

話してもらい、これから行ううえでの参考になりました。 

 関連組織からの報告では、指導員労働組合から「一人ひとりの声」のアンケートについて、現状報告が

ありました。支援員一人ひとりの生の声を集め、さいたま市長に向けた要望書に反映していくものとなっ

ており、引き続き多くの声を集めていきたいとのことでした。対象は正規、パート、アルバイト問わない

ので、再度呼びかけのお願いがありました。アンケートの〆切は 9/5 までとなります。よろしくお願い

します。 

 

議員・行政との懇談会振り返り  

7/9 13:00～15:00 zoom でのオンライン開催    

参加者(端末数)：保護者 70+α 支援員 30 その他 若干名 

 

〇今年度の懇談会テーマ 

1.放課後子ども教室との一体化について 

2.人材確保・施設確保の具体的な支援について 

3.委託金制度の拡充を求めて 

 

1.は全体会、2、3 のテーマはブレイクアウトルームで分かれて懇談を行い

ました。詳しい内容については、懇談会ニュースをクラブにメールで配信

(7/24)していますので、そちらをご覧ください。 

 

当日参加された方から意見、感想を出し合いました。 

・46 名以上で委託金が減額してしまうことや、運営業務の負担軽減についての支援体制、人材確保や施

設確保に対しての大変さについて、支援員からも声を挙げていく必要があると感じる。 

・後半は、テーマ 2、3 でブレイクアウトルームを使って分かれたが、時間は短い印象を受けた。伝えた

いことを伝えて終わりではなく、議員の方の意見時間や、参加者の声を会話形式のような時間がもう少

しあると良かった。子供教室の危惧する部分は、参加していた方に伝わったと感じている。 

・行政、議員の方を含め、作戦会議という形式で行ったことに対しては上手くいったのではないか。なの

で、この後具体的に行政に対して働きかけていくこと、より実効性がある活動につなげていくことを考

えていく必要がある。 

 

など、色々な意見があがりました。議員行政との懇談会から、どのような活動につなげていくのかは、今

後の三役会、役員会での議論を重ねながら考えていきたいと思います。 

 

出席いただいた議員 (敬称略) 

立憲民主    西山 

公明     照喜納  

共産     鳥羽 池田 

無所属みらい 小柳 

 

幼児・放課後児童課  

石川課長 

 



子ども教室との一体型事業について  

 放課後子ども教室について、この間、代表委員会や議員行政との懇談会でも、現状と危惧されるところ

を確認してきましたが、この間新たな動きがありました。さいたま市放課後子供プラン推進委員会が行わ

れ、その中で「(仮称)さいたま市放課後子ども居場所事業」のモデル事業の実施に向けた動きについて、

さいたま市の担当課より提案がありました。 

 事業の内容は、放課後子ども教室と学童保育を合わせて一体化運営をするもので、私たちがまさに危惧

していた学童保育の機能が損なわれる形です。モデル事業の実施については、現在学校施設内に既存の学

童保育がある学校、また待機児童が生じている学区、地域バランス等を勘案し選定するとされています。 

 この提案を踏まえ役員会では、明確に市連協としても反対の意思を示していくことを確認しました。ま

た、子ども教室との一体化事業が市連協だけでなく、様々な方向に影響することを鑑み、多方面に向けた

発信をしていく必要性を議論しました。具体的には 

 

・各クラブに向けて、現状の説明動画を作成し、保護者会でも共有してもらえるようにする。 

・さいたま市の学童保育を運営している事業者を対象に、運営体交流会を実施する。市連協に加盟をして

いない運営体にも広く呼びかけ、危機感を踏まえた問題意識の共有を図っていく。そのうえで今後の運

動方針を相談し、多くの運営体と一緒に大きな運動のかたちを作っていく。 

・教育委員会や、各クラブから小学校の校長へ働きかけを行い、事業実施で小学校にもどのような影響が

あるか、認識を深める 

・議員の方々へは、新たな事業内容の確認、問題意識、課題について改めて周知を図る場を作っていく。 

 

このように市連協だけの力ではなく、色々な方向から考え、大きな運動の枠組みを作っていくことを目指

していくことが今後の活動の方向性になります。具体的な働きかけの方法、内容については、今後の三役

会、役員会での議論を挟んで、クラブへお伝えしていきたいと思います。 

 

今年度の署名活動について 

7 月の代表委員会で、署名活動の取り組みと、スケジュールについての確認を行い、具体的な内容につ

いては、9 月の代表委員会で提案としていました。ですが、放課後子ども教室との一体型事業についてが

現状一番の課題であり、従来の関連団体だけではなく、他団体との共同の視点から声を集め、進めていく

こととなります。その為、まずは運営体交流会の開催をし、運動の裾野を広げることを優先して、検討し

ていくこととなりました。 

また、今回の運動の形として、署名活動での訴えが有効か、という視点も含め議論していきたいと思い

ます。今後の動きにつきましてはニュースや代表委員会等で報告していきたいと思います。 

 

委員会報告  

7/22 第一回安心安全マニュアル委員会 

 第一回目では、委員会の目的として、マニュアルそのものを作成するのではなく、各クラブでマニュア

ルの整備を行う際の手引書として使用するものを作成することを確認しました。 

 前年度から引き続き「アレルギー対応マニュアル」の内容を検討しました。新人同士で組んでいる支援

員でも、分かりやすく活用できるもの、その為の具体的な形式について深めることができました。 

 また、令和 6 年度より各クラブで作成が義務となる「安全計画」について、議論を始めました。現状作

成上の注意や基準が明確になっていないため、まずは安全計画記入例を基に、委員の方で可能な範囲で作

成し、その中での疑問点、確認が必要な点について、次回の委員会で洗い出しを行うことになりました。 



事務連絡 

〇各会派の議員の方と意見交換会の申し入れを行っています。 

日程につきましては現在調整中となっています。意見交換会では、来年度のさいたま市の予算につい

て市連協からの要望などお伝えしていきたいと思います。 

 

〇全国学童保育研究集会 11月 4日 5日 現地会場、オンラインでのハイブリッド開催。 

  

参加費は、市連協で全額補助します。 

 一日目・二日目の分科会ともに現地会場の申し込みは会場の関係で定員が決められているため、申込は

先着順となります。どちらか一日でも現地会場のご希望の方はお早めにお申し込みください。 

→その場合は、個人で申し込み後、確認メールを市連協まで転送してください。 

※詳しい内容は、7/14 にクラブに向けてメールを送付していますので、そちらをご確認ください 

 

一日目、二日目ともに ZOOM 参加希望の場合は、まとめて団体申込となりますので、個人で直接申し

込みをしないようにしてください。後日クラブに向けてリーフレット、案内を配布します。 

 

〇こども家庭庁より 安全管理の徹底について 

滋賀県長浜市において、学童のプール活動中に児童一名が亡くなるという痛ましい事案をうけて、こど

もか家庭庁より、放課後児童クラブにおける安全管理の徹底について、通知がありましたので、各クラ

ブへメールにて共有しました。クラブの方では改めて安全に活動をするために必要な準備と確認の徹

底、また万が一発生してしまった際の具体的な対応と役割分担の再確認等、今一度、支援員、保護者と

も共有をしていただきたいと思います。 

 
 

今後の日程 

  8 月 19 日(土) 9:30～12:00 三役 

  8 月 26 日(土) 9:30～12:00 役員会      

13:30～15:00 保護者会活性委員会 

9 月 10 日(日) 9:30～11:30 第三回代表委員会 

  9 月 16 日(土) 9:30～12:00 三役       

13:30～15:00 指導員を支える委員会 

  9 月 30 日(土) 9:30～12:00 役員会 

  10 月 21 日(土) 9:30～12:00 三役 

           13:30～15:00 安心安全マニュアル委員会 

  10 月 28 日(土) 9:30～12:00 役員会 

  11 月 18 日(土) 9:30～12:00 三役会 

  11 月 25 日(土) 9:30～12:00 役員会 
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